
独立行政法人労働安全衛生総合研究所第二期中期目標 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、独

立行政法人労働安全衛生総合研究所が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定め

る。 

平成２３年３月１日 厚生労働大臣 細川 律夫 

（前文） 

 我が国の労働災害は長期的には減少傾向にあるものの、今なお年間５４万人もの労働者

が被災し、１，０００人を超える尊い生命が失われている。また、職業性疾病も後を絶た

ず、職場で強いストレスを感じる労働者が６割に達し、過労死や精神疾患による労災認定

件数も高い水準にある。 

 このような中で、労働災害防止対策やメンタルヘルス対策については、わが国の中長期

的な最重要戦略の一つに位置付けられており、厚生労働省としても、これに強力に取り組

んでいるところであるが、労働者の安全と健康を確保するための政策を適切に企画立案及

び推進していくためには、労働安全衛生関係法令の制定等の基礎となる科学的知見等の収

集・分析、現場における対策の具体的実施に活用可能な技術等の開発が必要不可欠であり、

労働安全衛生分野の調査及び研究の役割はその重要性を増している。 

 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（以下「研究所」という。）は、事業場における

災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職

業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うことにより、職場における労働

者の安全及び健康の確保に資することを目的として、平成１８年４月に独立行政法人産業

安全研究所及び独立行政法人産業医学総合研究所を統合し発足した、労働安全衛生分野を

総合的にカバーする研究機関である。 

 これまで、研究所は設立目的を踏まえ、その調査及び研究の成果として、労働安全衛生

関係法令や各種技術基準等に資する知見、事業場で活用可能な指針等を提供する重要な役

割を果たしてきている。 

 第二期中期目標期間においては、研究所に課せられた目的に対して目標を明確に設定し

た上で、業務運営の更なる効率化に努めつつ、研究所が担うべき真に必要な業務に重点化

するとともに総合的かつ効果的な実施を図ることにより、行政ミッション型研究所として

調査及び研究の成果をさらに着実に上げ、社会の期待により一層応えていくことが求めら

れている。 

 研究所が持ち得る能力を最大限に発揮し、労働者の安全と健康の確保に寄与することを

期待する。 



第１ 中期目標の期間 

 独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第２９条第２項第１号の中期目標の期

間は、平成２３年４月から平成２８年３月までの５年とする。 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 労働現場のニーズ、実態の把握 

労働現場における負傷、疾病等の労働災害の防止に必要な科学技術的ニーズや実態に

対応した研究、技術支援等をより積極的に実施するため、業界団体や企業内の安全衛生

スタッフ等との間で情報交換を行う、研究所の業務に関する要望、意見等を傾聴する等

にとどまらず、研究員自らがより積極的に実際の労働現場に赴き、現場の抱える喫緊の

課題や問題点、職場環境を見聞し、さらには、労災の臨床例、業務上疾病例等も活用す

るなどにより、労働現場のニーズや実態を的確に把握すること。 

２ 労働現場のニーズ及び厚生労働省の政策課題を踏まえた重点的な研究の実施 

上記１により把握した現場のニーズや実態及び行政課題を踏まえて、研究課題・テー

マの選定への反映を的確に行うとともに、研究所の社会的使命を果たすため、次に掲げ

る研究の業務を確実に実施すること。 

研究業務の実施に当たっては、労働現場のニーズや実態、社会的・経済的意義等の観

点から基盤的研究課題を精査した上で必要性の高いものに限定し、プロジェクト研究に

より一層重点化を図ること。その際には、基盤的研究の位置付けについて、将来に向け

ての創造的、萌芽的研究としての戦略的なバランスを検討した上で、外部有識者を活用

するなどにより業務内容を厳選すること。 

また、より効果的・効率的な調査研究を実施する観点から、他の研究機関等の行う研

究との重複の排除を行うとともに、産業安全分野、労働衛生分野それぞれの知見を活か

した総合的かつ学際的な研究を積極的に実施するよう努めること。 

（１）プロジェクト研究 

次に示す研究の方向に沿って、プロジェクト研究（研究の方向及び明確な到達目標

を定めて、重点的に研究資金及び研究要員を配する研究をいう。）を実施すること。 

なお、中期目標期間中に社会的要請の変化等により、早急に対応する必要があると

認められるプロジェクト研究課題が発生した場合には、当該課題に対応する研究につ

いても、機動的に実施すること。 

ア 産業社会の変化により生じる労働安全衛生の課題に関する研究 

労働者の働き方等が変化することに伴い、職場のストレス、長時間労働及び交替

制勤務等がメンタルヘルスなどの健康に及ぼす影響について分析し、その予防に関



する研究を実施する。 

また、技術革新等により新たに産業現場で取り扱われる新材料や新技術に起因す

る労働災害に対する予防的対応に関する研究を実施する。 

イ 産業現場における危険・有害性に関する研究 

労働災害の多発している作業、起因物質等に着目し、墜落、爆発、化学物質、物

理的因子等現場における危険・有害性について分析し、講ずべき対策に関する研究

を実施する。 

ウ 職場のリスク評価とリスク管理に関する研究 

職場における危険・有害因子へのばく露評価手法、リスク評価法等の確立や、リ

スク管理を効果的に実施していくための支援ツールの開発に関する研究を実施する。 

（２）基盤的研究 

将来生じ得る課題にも迅速かつ的確に対応できるよう、基盤的な研究能力を継続的

に充実・向上させるため、国内外における労働災害、職業性疾病、産業活動等の動向

を踏まえた基盤的な研究を戦略的に実施すること。 

（３）行政要請研究 

厚生労働省からの要請等に基づき、行政施策に必要な緊急性・重要性の高い課題に

関する調査研究を実施すること。 

３ 研究評価の実施及び評価結果の公表 

研究業務を適切かつ効率的に推進する観点から、「国の研究開発評価に関する大綱的

指針」（平成２０年１０月３１日内閣総理大臣決定）に基づき、研究課題について第三

者による評価を実施し、評価結果を研究業務に反映するとともに、評価結果及びその研

究業務への反映内容を公表すること。研究成果の評価にあたっては、労働安全衛生関係

法令や各種基準への反映、労働災害減少への貢献等についても、研究の内容に応じて具

体的な数値で目標を示すなどし、その達成度を厳格に評価すること。 

なお、他の法人、大学等との共同研究については、研究所の貢献度を明確にした上で

厳格に評価すること。 

４ 成果の積極的な普及・活用 

調査及び研究の成果の普及・活用の促進のため、さらにはその社会的意義や貢献度を

広報するため、より一層積極的な情報の発信を行うこと。 

（１）労働安全衛生に関する法令、国内基準、国際基準の制改定等への科学技術的貢献 

調査及び研究で得られた科学的知見を活用し、労働安全衛生関係法令、国内外の労

働安全衛生に関する基準の制改定等に積極的に貢献すること。 

中期目標期間中における労働安全衛生関係法令等への貢献については、５０件以上

とすること。 



（２）学会発表等の促進 

中期目標期間中における学会発表（事業者団体における講演等を含む。）及び論文

発表（行政に提出する災害調査報告書、その他国内外の労働安全衛生に係る調査報告

書を含む。）の総数を、それぞれ研究員一人あたり２０回以上及び１０報以上とする

こと。 

（３）インターネット等による調査及び研究成果情報の発信 

調査及び研究の成果については、原則として研究所ホームページに掲載すること。

また、調査及び研究の成果を国民に理解し、及び活用しやすい形式に加工した上で、

研究所ホームページや一般誌等でこれを積極的に公表し、事業場等でのその利用を促

進すること。 

なお、中期目標期間中における研究所ホームページ中の研究業績・成果等へのアク

セス数については、３２５万回以上とすること。 

（４）講演会等の開催 

調査及び研究の成果の一般への普及を目的とした講演会等の開催や研究所の一般公

開を積極的に実施し、主要な調査及び研究成果の紹介及び研究施設の公開を行うこと。 

（５）知的財産の活用促進 

研究の成果については、特許権等の知的財産権の取得に努めること。また、研究所

が保有する特許権のうち実施予定のないものについては、当該特許権の実施を促進す

るため、その全数について、積極的な公表を行い、知的財産の活用を促進すること。 

５ 労働災害の原因の調査等の実施 

厚生労働大臣の求めに応じて、迅速かつ適切に労働災害の原因の調査等を実施するこ

と。 

また、調査実施後、一定の期間が経過し、公表が可能となった調査内容については、

企業の秘密や個人情報の保護に留意しつつ、その公表に努めること。 

６ 化学物質等の有害性調査の実施 

中期目標期間中において、労働安全衛生法第５７条の５に規定する化学物質の有害性

の調査の実施体制について検討すること。 

また、化学物質等の有害性調査の知見を活かした総合的かつ学際的な研究を積極的に

実施するよう努めること。 

７ 国内外の労働安全衛生関係機関等との協力の推進 

（１）労働安全衛生分野の研究の振興 

労働安全衛生分野における研究の中心的機関として、当該分野の研究の振興を図る

ため、労働安全衛生に関する国内外の技術、制度等に関する資料を収集、整理し、提



供すること。 

（２）労働安全衛生分野における国内外の若手研究者等の育成への貢献 

国内外の若手研究者等の育成に貢献するため、これらの者の受入れ及び研究所研究

員の他機関への派遣等の推進に努めること。 

（３）研究協力の促進 

研究所としての研究展開の将来ビジョンに対応した戦略的な研究協力のあり方につ

いて検討した上で、他の法人、大学等との連携、共同研究を一層促進するとともに、

国内外の労働安全衛生関係研究機関との研究協力のための研究所研究員の派遣及び他

機関研究員の受入れの促進に努めること。 

また、世界保健機関（ＷＨＯ）が指定する労働衛生協力センターとしての活動を引

き続き推進すること。 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 機動的かつ効率的な業務運営 

経費節減の意識及び能力・実績を反映した業務評価等を適切に行い、理事長の強い指

導力の下で、事務内容、予算配分及び人員配置等を弾力的に対応できる機動的かつ効率

的な業務運営体制を確立し、内部統制について更に充実・強化を図ること。 

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 

ア 運営費交付金を充当して行う事業については、さらなる業務運営の効率化を図るこ

とにより、新規業務追加部分を除き、中期目標期間終了時までに、一般管理費（人件

費を除く。）については前中期目標期間中の最終年度と比べて１５％程度の額、事業

費（人件費を除く。）については前中期目標期間中の最終年度と比べて５％程度の額

を削減すること。 

なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上

で、適切に対応すること。 

イ 常勤役職員の人件費（退職手当及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改

定部分を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）、「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針２００６」（平成１８年７月７日）に基づき平成１８年度からの５年間で平

成１７年度を基準として５％以上削減するとした人件費改革の取組を平成２３年度ま

で継続すること。 

なお、総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見

直すものとすること。 

併せて、研究所の給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当



を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定

してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表するこ

と。 

ウ 契約については、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を

実現する観点から、研究所において策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を

着実に実施すること。 

なお、研究事業に係る調達については、政府における調達の適正化等の取組を踏ま

え、適切に対応すること。 

エ 保有資産については、引き続き、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲

での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その

保有の必要性について不断に見直しを行うこと。また、法人が保有し続ける必要があ

るかを厳しく検証し、支障のない限り、国への返納等を行うものとすること。 

特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を踏まえつ

つ、登録・保有コストの削減及び特許収入の拡大を図ること。 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 運営費交付金以外の収入の拡大 

競争的研究資金を含む外部研究資金の獲得額の向上に向け、研究資金の３分の１以上

を外部研究資金によって獲得するよう努めること。また、研究施設・設備の有償貸与、

寄附金等により自己収入の拡大に努めること。 

２ 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 

運営費交付金を充当して行う事業については、「第３業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第２９条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。 

１ 人事に関する事項 

ア 職員の専門性を高めるために適切な能力開発を実施するとともに、職員の勤務成績

を考慮した人事評価を適切に実施すること。 

また、このような措置により職員の意欲の向上を図ること。 

イ 研究者の流動化で活性化された研究環境を実現するため、研究者の採用については、

引き続き、任期制を原則とすること。 

任期の定めのない研究者の採用にあたっては、研究経験を重視し、研究者としての

能力が確認された者を採用すること。 



２ 施設及び設備に関する事項 

業務の円滑な実施を図るため、施設及び設備の整備について適切な措置を講じること。 

なお、上記第２の６の検討により業務を実施する場合には、業務運営の効率化等の観

点から、研究拠点が分散しないよう、施設及び設備の集約化を進めること。 

３ 公正で適切な業務運営に向けた取組 

（１）関係法令の順守等 

研究所に対する国民の信頼を確保する観点から、情報の公開、個人情報等の保護、

公的研究費の不正使用防止等、関係法令等の順守を徹底するとともに、研究倫理の確

保等高い倫理観をもって公正で的確な業務の運営を行うこと。 

（２）セキュリティの確保 

個人及び法人等の情報保護を徹底するため、事務室等のセキュリティを確保すると

ともに、「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏まえ、適切な情報

セキュリティ対策を推進すること。 




